
第 ５ ８ ８ 回 役 員 会 議 事 要 録  

 

１．日  時 令和４年２月２１日（月）自１３時３０分 至１４時１０分 

                 

２．場  所  第２会議室 ※オンライン会議 

 

３．出席者  三浦学長、塩谷理事・副学長、二見理事・副学長、三上理事・事務局長、 

高橋理事、緑川理事 

【オブザーバー出席】谷副学長、佐野副学長、塘副学長、 

上井監事、橋本監事 

 

４．欠席者  なし 

 

 

【確認事項】 

第５８７回役員会議事要録を原案のとおり確認した。 

 

５．審議事項 

（１）令和３年度教職大学院認証評価結果（案）に対する意見申立について  資料１ 

塩谷理事より、資料１に基づき、一般財団法人教員養成評価機構より受領した教職大

学院認証評価結果（案）への対応については、教職大学院並びに自己評価委員会におけ

る検討を踏まえ、機構の評価結果（案）を受け入れ評価結果（案）に対する意見申し立

ては行わないこと、評価結果の正確性を記すため、事実誤認に基づく修正意見及び誤記

等、正確性を欠くことによる修正については機構へ提出することについて提案があっ

た。 

   審議の結果、提案について承認され、今後の手続きとして教育研究評議会において

審議することとした。 

 

（２）国家公務員給与法等改正に伴う給与改定に関する取扱いについて    資料２ 

塩谷理事より、資料２に基づき、令和３年人事院勧告に基づき改正予定の国家公務員

給与法等に伴う本学の対応方針について提案があった。 

審議の結果、提案について承認され、今後の手続きとして経営協議会において審議す

ることとした。 

 

（３）役員給与規則の一部改正について                  資料３ 

塩谷理事より、資料３に基づき、令和３年人事院勧告に基づき改正予定の国家公務員



給与法等に伴う役員給与規則の改正案について提案があった。 

審議の結果、提案について承認され、今後の手続きとして就業条件検討委員会へ諮

問、教育研究評議会に報告ののち、経営協議会において審議することとした。 

 

（４）就業規則の制定等について                     資料４ 

塩谷理事より、資料４に基づき、令和４年４月１日付で制定、改正、廃止する就業 

規則について提案があった。 

審議の結果、提案について承認され、今後の手続きとして就業条件検討委員会に諮

問、各事業場過半数代表者に提示ののち、教育研究評議会に報告することとした。 

 

６．報告事項 

なし 

 


